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原子力発電所廃止措置調査検討委員会について 
 

2011 年 3 月 11 日に発生した福島第一原子力発電所事故を契機に、我が国の原子力発電を
巡る環境は大きく変化し、事故前の計画よりも早い時点で廃止措置段階への移行を選択するプラント
が出てきている（2022 年 2 月末時点で、女川 1 号、福島第二 1～4 号、東海、浜岡 1・2 号、敦
賀 1 号、美浜 1・2 号、大飯１・2 号、島根 1 号、伊方 1・2 号、玄海 1・2 号、の 18 基の商業用
原子力発電プラントが廃止措置実施中）。このような傾向は今後も続くと予想される。 

しかしながら、欧米諸国の状況と比較し、我が国では、現時点において、廃止措置を合理的に進めて
いくための環境条件（地元自治体を含めたステークホルダーとの関係等）や廃棄物処分施設等のイン
フラ、規制制度等の対応態勢が十分に整っているとは言い難い。このような現状は、円滑な廃止措置活
動に直接的な影響を及ぼすことから、早期の対応が喫緊の課題となる。 

上述の背景のもと、廃止措置を推進するためには、関係者間で現時点における課題を共有し、海外
の良好事例等を参考として社会から受け入れられる廃止措置に向けた対応が一層重要となる。そこで、
これらの課題を早期に解決することを目的に第三者的な立場で検討を深めると共に、検討の成果をもと
にステークホルダーとの議論、共有の橋渡し的な役割を務め、社会に貢献することを目的として、平成
30 年度に（一財）エネルギー総合工学研究所に「原子力発電所廃止措置調査検討委員会（以
下、「委員会」という）」を設置した。 

 
委員会の構成員は次の通りである（敬称略、令和４年 12 月末現在）。 
飯本 武志 東京大学 環境安全本部 教授 
井口 哲夫 名古屋大学 名誉教授 
岡本 孝司 東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻 教授 （委員長） 
斉藤 拓巳 東京大学 大学院工学系研究科原子力専攻 教授 
新堀 雄一 東北大学 大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻 教授 
柳原 敏 福井大学 客員教授 
 
また、委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議・検討を行うこととしている。 
（１） 原子力発電所の廃止措置の課題とその解決方法に関する事項 
（２） 原子力発電所の廃止措置の課題解決に向けた技術レポートに関する事項 
（３） その他、前各号に付帯する事項 
 
ここで、技術レポートの作成にあたっては、次の事項に留意することとしている。 
 国際基準やガイド等に則した事実、論拠に基づくこと 
 国内外における技術の進歩、新たな経験を踏まえた効果的、効率的な知見の情報発信を行う

こと 



 廃止措置の安全確保の一義的責任は、事業者にあることから、事業者の安全確保の取組が
ベースにあることを基本として、ステークホルダーの理解に向けた情報発信を行うこと 

 安全確保が最優先の下で、効率的及び効果的な廃止措置の完遂について論じること 
 安全で安心な持続的社会を目指す視点に基づき、国民にとってより良い方向に向けての提言

を行うこと 
 規制制度との関係については、より合理的な廃止措置規制を目指す観点とするため、事業者

の取組についても言及すること 
 
効率的かつ円滑な廃止措置を推進するために、廃止措置に係る技術的、社会的諸課題の解決に

取り組むとともに関係機関でのコンセンサス形成に向けて取り組むことが重要である。この一助として、委
員会の活動成果を、科学的、技術的観点から技術レポートとして策定するとともに、社会に向けた情報
発信として（一財）エネルギー総合工学研究所のホームページで公表・公開することとしている。 

 
 

  



 
エグゼクティブサマリー 

 
今後、我が国でも本格化する原子力発電所廃止措置を円滑に実施するためには、確実かつ効率

的なクリアランスプロセスの確立が必要である。 
海外ではクリアランス前の金属を受入れ、溶融後に放射能評価を行うことで、測定の不確かさを低減

させ、クリアランスできる物量を増加させている事例がある。 
また、対象物や使用用途を限定した特定クリアランスが制度化され、一定の放射能濃度以下の廃棄

物を、産業廃棄物処分施設で処分している事例や、さらに多くの資材をクリアランスしている事例がある。 
当委員会では、海外の先行実績等を参考に、金属溶融後の放射能評価や特定クリアランス制度の

適用に向けた取り組みについて検討し、下記の提言を行うことにした。 
 
 

提言１ 集中処理による金属溶融リサイクルの実現に向けた取り組み 
 集中処理による金属溶融リサイクルの実現に向けて、以下の３点について関係機関が連携して取り組
むべきである。 
① 合理的な放射能評価手法の確立について 
 合理的な放射能評価手法の確立に向けて、プラント単位等での核種組成比の設定やクリアランス検
認前の混合・希釈の許容範囲の明確化について、電気事業者がデータに基づく安全評価への影響等を
整理したうえで、学協会とも連携して、規制当局との対話を実施する。 
② ステークホルダーの理解促進について 
 国、集中処理事業者、電気事業者がオープンな姿勢で議論して関係間の堅固な協力体制を構築す
ることが重要。また、その過程を広く公開することで、社会受容性の向上にもつながる。 
 福井県嶺南 E コースト計画の「原子力リサイクルビジネス」における、国、電気事業者、地元企業も一
体となった取り組みは、その試金石となり得るので、情報をオープンにしつつ、実現させる。 
 そのうえで、この活動で得られた知見や成果を関係者で共有し、我が国の複数の地点で同様な活動
を繰り広げていくことが必要である。 
③ 法制上の制度整備について 
 技術レポート「原子力発電所から発生する大型機器の処理について」において提言した「リサイクル可
能な放射性物質」の定義の創設、又は米国と同様に、「リサイクル可能な放射性物質」を放射性廃棄
物に該当しないとすることの検討を進めるとともに、集中処理事業を行う際の炉規正法における合理的
な規制の在り方について、集中処理で扱われる廃棄物の性状や量等の具体的な計画、返還される廃
棄物の量や頻度を想定したうえで、早い段階で、集中処理事業者、電気事業者が規制当局と議論を
行うべき。 
 
 



提言２ 特定クリアランス制度導入に向けた取り組み 
 特定クリアランス制度は、対象や用途を限定することで、無拘束クリランスと同じ 10μSv/y を遵守しつ
つも、クリアランスレベルを無拘束クリランスより大きく設定できる可能性があり、資源リサイクルや、放射性
廃棄物埋設施設の容量確保の観点から有用であり、その制度構築に向けて、現時点から計画的に取
り組むべき。 
 特に非原子力施設での埋立処分を前提とする特定クリアランス制度は、VLLW 処分場の多様性を確
保することで廃止措置の円滑な実施に大きく寄与する可能性があることから、優先して取り組むべき。 
 特定クリアランス制度を導入するためには、その安全性と有用性に関する丁寧な説明を積み重ねること
によって、社会受容性を高めていくことが必要。具体的には、クリアランス後の用途に応じて以下のような
取り組みを進めていくことが考えられる。 

‣非原子力施設での埋立処分を前提とした特定クリアランスについては、JPDRL3 施設、原電 L3 施
設等で得られた安全性に関するデータを踏まえ、産学官で、その安全性と必要性についてオープン
な議論を行い、社会受容性を高めていく。 

  ・金属溶融リサイクルや建屋再利用を対象とした特定クリアランスについては、海外の事例や、鉄鋼メ
ーカー等でのクリアランス物の利用実績等を踏まえ、導入の必要性や効果について検討を進めるべ
きである。なお、敷地解放にかかる特定クリランスについても、廃棄措置完了の見通しが得られる時
期に合わせて導入できるよう検討を進めることが重要である。 
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１．背景 
2022 年 9 月時点で世界中で廃止している炉は 203 基。稼働している炉は 433 基あるが、そのう

ち 7 割弱（287 基）が 30 年以上、 3 割（128 基）が 40 年以上経過している【1】。IAEA によ
れば、2020 年の原子力発電容量の 12% から 25% が 2030 年までに廃止されると予想されて
いる【2】。廃止措置に伴い多量の廃棄物が発生するが、クリアランスプロセスによってリスクの少ない廃棄
物の管理を免除し、放射性廃棄物として処分すべき量を適切に管理することは、廃止措置プログラムの
成功に不可欠の要素であることは、国際的な共通認識である。 

 

 
図 1 稼働中の原子炉の年代別分布（2020 年 1 月時点）【1】 

 
我が国においては、原子炉の運転は原則 40 年で、１回だけ最大 20 年の延長が可能である。現時

点で 40 年を超えるプラントのうち、延長申請を行っているのは 4 プラントのみで残りの炉は廃止措置中
であり、さらに、あと 10 年で 17 基のプラントが運転期間 40 年を超えることになる。現在、国では運転
期間を最長 60 年に制限する枠組みは残しつつ、安全規制に係る法令等の制定や改正、運用の変更
に対応したため運転を停止した期間等を 60 年の運転期間のカウントから除外することについて制度化の
検討が進められていることから【3】、廃止措置プラントの増加ペースは多少鈍るかもしれないが、運転延
長には相応のコストがかかるうえ、福島第一を除いても、既に 18 基のプラントが廃止措置に入っている状
況であるため、廃止措置に伴い発生する廃棄物の処分量を適切に管理することは喫緊の課題である。
また、運転期間を延長するために大型機器の交換等も発生する可能性があり、その処理処分を適正に
行うことも重要である。 

 
本委員会は、2018 年 11 月に技術レポート「原子力施設及び RI 施設の解体物等のリサイクルに

向けて」を作成し、その中で、①検認行為に関する規制の見直しとして、クリアランスに係る学協会標準
の承認と、同標準に基づき事業者が適切に評価・測定を行っていることを、原子力規制検査で包括的
に監査すること、②再利用制約の解除として、原子力施設由来のものであることを理解した業者等での
再利用のみに限定されている制約を、速やかに解除すること、の 2 点について提言を行った。 



現状、①については、学協会標準の承認は行われていないが、NRA の意向により、電気事業者が自
主的に作成した「クリアランスの認可申請書の標準記載要領」に基づき申請書記載事項を標準化する
ことで、審査の効率化を目指す動きがある。しかし、本要領は、規制庁のクリアランス審査基準が制定さ
れたあとの３件の審査実績に基づくものであり、クリアランス対象物も単一部位の物品に限定されており、
今後、本格化する廃止措置に伴い発生する多種多様な機器等のクリアランスに対して、十分に効率的
なものとは言えない。一方、2018 年頃から検討が進められていた、IAEA のクリアランスにかかる安全指
針（RS-G-1.7）の改訂については、不確かさの等の扱いで多くの議論が交わされ計画よりは遅れたも
の、現時点でほぼ完成している状態である。 

また、②については 2018 年以降、日本原子力発電のクリアランス材で製作されたベンチを福井県内
の高校、大学等で展示する動きがあった他【4】、浜岡発電所から発生したクリアランス金属を静岡県内
で側溝用蓋に加工する事業が今年度より開始された【5】。また、福井県では、県内の複数の原子力発
電所の廃止措置に伴い発生するクリアランスに相当する廃棄物を受け入れ、集中処理を行う事業の検
討が、経済産業省、電気事業者も巻き込む形で検討されており【6】、再利用先の拡大に寄与すること
が期待される。 
 

 
２．目的 

今後、我が国でも本格化する原子力発電所廃止措置を円滑に実施するためには、確実かつ効率
的なクリアランスプロセスの確立が必要である。 

クリアランスの判断を行うためには、不確かさを考慮してクリアランスレベルを満足することが必要である
が、現時点では、放射能評価手法説明のための調査や放射能濃度測定が煩雑となる場合があり、不
確かさの考慮の仕方によっては、クリアランスできる量が極めて小さくなる可能性が考えられる。 

この点について、海外ではクリアランス前の金属を受入れ、溶融後に放射能評価を行うことで、測定の
不確かさを低減できるとともに、放射能濃度の異なる部分が混合され均質化される効果と相まって、クリ
アランスできる物量が増加している事例がある。 

また、対象物や使用用途を限定した特定クリアランスが制度化され、金属再溶融時の一般部材との
希釈率を担保することで、さらに多くの資材をクリアランスしている事例や、一定の放射能濃度以下の廃
棄物を、産業廃棄物処分施設で処分することで、放射性廃棄物処分場の負荷を低減している事例も
ある。 

このような状況を踏まえ、当委員会では、我が国の原子力発電所廃止措置の円滑な実施のため、
解体物等のクリアランスの合理化に資することを目的として、海外の先行実績等を参考に、金属溶融後
の放射能評価や特定クリアランス制度の適用に向けた取り組みについて検討し、社会に向けて提言を行
う。 



３．金属の溶融リサイクルに関する海外の状況 
 

３．１ 海外の状況 
現在、原子力施設の解体等により発生する金属をクリアランスする前に溶融リサイクルを実施している

主な施設は、ドイツの krefeld にある CARLA 炉（Siempelkamp）、スウェーデンの Nykoping の施
設（Cyclife Sweden）、フランスの Codolet にある CENTRACO（Cyclife France）、アメリカの
Bear Creak にある施設（Energy Solution）である。Cyclife France と Energy Solution の施
設では溶融した金属は原子力用途のみで再利用されており【7】【8】、ここでは、溶融した金属について、
クリアランスに至るオプションも提供しているSiempelkampとCyclife Swedenの施設について述べる。 
 
a.CARLA 炉【9】【10】【11】 

CARLA 炉は、世界的な鋳造メーカーである Siempelkamp 社が、ドイツの Krefeld にある年間 
60,000 トンの鋳鉄の生産能力を持つ鋳造工場のサイトに、原子力施設の運転および廃止措置から
発生するわずかに汚染された金属のリサイクルのために設置した。Siempelkamp 社は、顧客のニーズに
応じて、ドイツの放射線防護令(StrlSchV)に基づく基準濃度に従い、リリース、一般産廃への処分等を
行うとともに、基準を超過するものであっても、GNS 社(Gesellschaft für Nuklear-Service mbH)
等との連携により容器等に再加工し原子力用途で用いるオプションも提供している。 
 
i)施設の概要 

旧放射線防護令の 7 条に基づく認可施設で、1889 年に 200Bq/g 以下の放射性物質の取扱許
可を得て操業を開始し、2008 年に 1,000Bq/g（全α、β、γ）までの取扱認可を取得した。β放出
核種である Fe-55、Ni-63、C-14、H-3 については、合計 10,000Bq/g までの追加が可能である。な
お、核分裂性核種は 15g/100kg に制限されている。 

溶融金属については、環境影響保護法（BIｍSchG）に基づく、4,000t/年の認可を取得してお
り、炭素鋼、ステンレス鋼といった鉄系金属の他、アルミニウム、銅、真鍮、鉛といった非鉄金属の処理も
可能である。 

CARLA 炉は、中周波誘導加熱炉で、容量は 3.2t/batch、溶解速度は 2t/h である。なお鉛に
ついては、ガスバーナー加熱による溶解炉で処理しており、50t/年の鉛を処理可能である。 

同サイトにおいて、Siempelkamp 社は CARLA 炉の他に NORM や有害物で汚染された物質を処
理するための GRETA 炉も所有している。GRETA 炉は作業員の年間被ばくが少ないため、旧放射線防
護令に基づく規制は受けていない。 
 
ii)処理の流れ 
【受入】 

処理対象物は、一般的には、20 フィートコンテナを用いて、車両または鉄道にて運搬されてくるが、
Krefeld のライン港経由で船便での輸送も可能である。処理対象物は、通常、20 フィートコンテナ内の



ドラム缶、角形容器に、顧客によってあらかじめ溶融に適した状態に分別されて収納されている。これらは
溶融前に目視で確認され必要に応じて再分別される。 
 なお、処理対象物の核種別放射能濃度は配送前に顧客より提出される。 
【前処理】 
 仕分け解体エリアでは、標準的に 40 フィートコンテナサイズの処理対象物まで解体される。より大きな
サイズの処理対象物も対応可能である。処理対象物は種類ごとに分けられ、溶融炉への投入に適した
500 mm x 500 mm x 1,500 mm 未満のサイズとなるよう切断される。 

まず、非金属部分が仕分けされドラム詰めされる。このドラム缶は後に顧客に返還される。さらに、金
属部分は鉄及び非鉄金属の種類ごとに分類され、中間コンテナに保管され、番号によって元のコンテナと
の関連付けが行われる。 

また、溶解後にクリアランスされることが求められる対象物の場合には、スチールビーズによるブラスト除
染も行われる。 
【溶融】 

炉への処理対象物の投入はマニュピレータを介して行われる。このマニュピレータは、また、溶湯表面か
らのスラグの回収にも用いられる。しかしながら、温度の測定やサンプルの採取は通常手作業で行われる。 

主に鉄系金属の溶融が行われるが、専用のるつぼに交換することで、非鉄金属の溶融も可能である。 
溶融物は、冷却金型に流し込まれるが、金型の寸法は、金属インゴットが 200ℓドラム缶にそのまま

収納できるようなサイズになっている。金型は、取扱いのためのトラニオンを備えた鋼製シェルと、焼成耐火
るつぼのインサートから構成される。このインサートは少なくとも80－100回の鋳造に使用できる。溶融物
からスラグを取り除いたのち、鉄製のあぶみを挿入し、溶融バッチと照合できるよう番号をつける。金型内
で 1 日冷却したのち、金属インゴットは金型から引き抜かれ、残ったスラグはブラストで除去される。金属
インゴットの平均重量は約 1t で、表面汚染は無いが、すべての金属インゴットは放射線防護部門で測
定された後、屋外保管される。金属インゴットの品質はそのままでは再利用には耐えないが、そのことが他
のスクラップと混合して再溶解する以外の用途を除外する受動的安全要因となっている。 

なお、鋳物の製造に適していない SUS のような金属の場合には、溶湯は 1.5ｔづつ取り分けられ、
造粒ステーションで最大 8ｍｍの球形の顆粒状に加工される。この鉄の顆粒は、重コンクリート容器の骨
材等に用いられる。 
【溶融後の対応】 

溶融後の金属については、StrSchV の基準に従って無制限あるいは二次溶融される条件下でリサイ
クルされる。なお、最終的な内部管理として大型検出器（ゲートディテクタ）によるインゴットの最終確認
が行われている。 

インゴットの購入者がいない場合は、同社が持つもう一つの溶融炉である GERTA が使用される（年
間 250ｔまで）。長年の鉄及び非鉄金属の様々な市場分野のスクラップ業者との協力により、鋼鉄や
精錬所の顧客へのルートが開かれて、それを長期にわたり維持・管理していることから、毎年 300～600
トンの鋳物が Siempelkamp 社でリリースされる。 

StrSchV のリサイクルの基準を満足しない場合には、最大 20 年まで減衰保管を行うことも可能であ



る。 
どのようにしても、無拘束リリースあるいは二次溶融される条件下におけるリリースの基準を満たさない

場合には、StrSchV における埋立処分する条件下でのリリースの基準値をもちいて、産廃処分場で処
分することも可能（年間 100t まで）である。また、スラグ、ダスト等については、リサイクルあるいは産廃
処分場での処分も可能である（処分については年間 30t まで）。 
【測定】 

一つの溶融バッチから、一度のサンプリングが行われ、コイン状サンプルに成形され、γ分光検出器で放
射能が測定される。コイン状サンプルは予備も作成され、規制当局、外部専門家、顧客が管理目的で
使用できる。 

なお、スラグやダストもサンプリングされ、測定が行われている。 
 
iii)処理実績 

1989 年から 2014 年までに CARLA 炉は 29,000t の金属を処理してきた。そのうち、27,250t は
鉄系の金属、1,625t が非鉄金属であり、複合材が 125t である。溶融後には、15,000 トンが原子
力業界でリサイクルされ、10,500t がクリアランスされ原子力業界外で再利用、1,500t は顧客に返
却している。 

なお、顧客はドイツ国内からの他、英国、オランダ、イタリア、ベルギー、オーストリア、スイス、フランスか
らも受け入れているが、2009 年時点までのドイツ以外からの引受量は、全体（25,000t）の約７％
であった。 

また、2009 年時点までに原子力業界外で再利用された用途の実績は、鋳造容器向けが 9,500
ｔ、遮へい体向けが 3,000t、重コンクリート容器向けが 2,000t であった。 
 
iv)その他 

CARLA 炉では、炉周りと、分別解体エリア等との換気の分離や、処理対象物の炉への投入にマニュ
ピレータを使うなどの被ばく低減対策を実施しており、作業員の総被ばく量は 0.4ｍSv/y 前後で推移し
ている。 

 
b. Nykoping 施設【12】【13】【14】【15】【16】【17】 

スウェーデンの Nykopingにある施設は、Cyclife Sweden（旧 Studsvik 社）によって 1987 年
に設置され、分別、除染、金属溶融等を行っている。Cyclife Sweden は、英国の Workington に
ある Cyclife UK の金属リサイクル施設（MRF）で処理される金属の溶融等も実施するともに、ドイツ
GNS 社の集中処理施設で処理される金属の溶融処理を行う会社の一つにもなっている。 

 
i)施設の概要 

1987 年に年間 900t の許可を得て操業を開始し、その後、2000 年より年間 2500t、2007 年よ
り年間 5000t と順次処理能力を拡大してきた。今後、さらなる拡大も検討されている。処理対象となる



金属は、炭素鋼、SUS、アルミ、鉛､真鍮､銅で、初期濃度として 100Bq/g までの金属がクリアランスを
目的とした処理の対象とされている。 

3.5t 容量の２基の誘導溶融炉を有し、1 基は炭素鋼、SUS 用で溶解速度は 2t/h、もう一基は
アルミ、真鍮､銅用で容量は 600kg/batch（アルミの場合）、溶解速度は 250kg/h（アルミの場合）
である。この二つの炉は、溶融炉内壁のライナーが異なる。 
 
ii)処理の流れ 
【受入】 

処理対象物は、一般的には、20 フィートコンテナを用いて、車両または船で持ち込まれる。大型の廃
棄物は、長さ 30m、重量 400t まで対応可能である。なお、施設の位置する Studsvik Tech Park
内には、ロールオンロールオフ可能な専用港があり、直接 Nykoping 施設に搬入可能である。 
【前処理】 

処理対象物は、溶融炉に投入可能さサイズ（直径 0.5m 以下、長さ 2m 以下）に切断され、必
要に応じてブラスト除染が行われる。 

液体等の不適切な物質が混入していないかについての検査や、溶融仕様に適合していることを確認
するための放射線測定も行われる。この段階で、溶融に適さないと判断されたものは、スラグやダスト等の
2 次廃棄物と共に顧客に返却される。 

処理対象物は、異なる顧客からのスクラップが混ざらないように、バッチ単位で前処理、溶融が行われ
る。 
【溶融】 

大型の金属片は天井クレーンを用いて、小さな金属片は、送り台または振動台を用いて作業員が手
動で投入する。溶湯の表面よりスラグを取り除いたのち、サンプルを採取し、溶湯を型に流し込んでインゴ
ットを作成する。鉄系金属の場合、1 回のバッチから約 600kg のインゴットが 5～6 個作成される（アル
ミの場合、約 150kg のインゴットが 4 個） 

各バッチ及び作成されたインゴットには固有の ID 番号が付され、当該バッチの溶融日、作成されたイ
ンゴッドの数、顧客情報等のデータベースと紐づけられる。 
【溶融後の対応】 

クリアランス基準を満足するインゴットは、Cyclife Sweden に所有権が移転され、Sweden の鉄鋼
業界で再溶融されるか、またはスクラップ業者に販売される。減衰保管が必要な場合は、最大 20 年ま
で保管される。 

20 年以内にクリアランス基準を満足することができないインゴットは、スラグやダスト等の 2 次廃棄物と
共に顧客に返却される。 

無拘束クリアランスの基準は、SSM2018:3 の第 12 条、13 条で規定され、Co-60 の場合は、表
面汚染密度 40kBq/m2、質量濃度 0.1Bq/g となっている。再溶融を伴う特定クリアランスの基準は
SSM2018:3 に基づき個別に基準が定められるが、Co-60 の場合は、質量濃度 1Bq/g であり、イン
ゴットの再溶融時に 10 倍に希釈することを求めている。なお、放射能濃度が 0.5Bq/g の場合は 5 倍



以上、0.2Bq/g の場合は 2 倍以上の希釈でも良いと認められている。 
【測定】 

一つの溶融バッチから、一度のサンプリングが行われ、直径 50mm、高さ 30mm のコイン状鋳型に
流し込んで成形される。サンプルは３個作成され、社内の分析に使用されるほか、必要に応じて国、顧
客にも提供される。サンプルにはインゴットと同じ ID が付与され、インゴットがクリアランスされるまで保管さ
れる。 

分析は専門の研究所で実施され、原子力発電所に由来するスクラップ金属の場合には、ガンマ分光
分析のみが実行され、他の種類の施設や活動に由来する場合やその他必要な場合には、アルファ分析
が実施される。 
 
iii)処理実績 

1987 年から 2015 年の間に、32,000ｔの炭素鋼、5,200t の SUS、2,033t のアルミニウム、
1,153t の鉛等をクリアランスした。 

また、1987 年から 2020 年までの間に処理した 50,000t 以上の金属からの 2 次廃棄物の発生量
は、スラグが 2-3％、ダストは 0.2％のオーダーであった。 

なお、大型金属の処理実績として以下のような実績がある。 
 （英国バークレイ発電所（Magnox 炉）のボイラー） 
  ・処理量 310ｔ×15 基 
  ・処理実績 289ｔ／基がリサイクルされ、処理残渣は 19ｔ／基 
 （Sweden リングハルス発電所（PWR）の蒸気発生器） 
  ・処理量 300ｔ×9 基 

・処理実績 処理量の 70％以上がリサイクルされ、放射性廃棄物として処分す
る体積は 1/10 以下に低減 

 （Sweden フォルクスマルク発電所（BWR）タービン建屋の機器） 
  ・処理量 1,320ｔ（熱交、タービン、弁、パイプ） 
  ・処理実績  処理量の 95％がリサイクルされ、処理残渣は 5％ 
      放射性廃棄物として処分する体積は 1/20 以下に低減 

 
iv)その他 

2003 年の作業員の被ばく線量は、最大 3.2ｍSv、平均 0.77ｍSv となっている。 
 
３．２ クリアランスに関するステークホルダーの理解促進向けた取り組み 

我が国で廃止措置で発生した解体物の溶融リサイクルを実現するためには、溶融物が広く産業界で
受入れられる必要があるが、現状は国民を含めたステークホルダーの十分な理解を得ているとはいえず、
電力関連業界内の限定的な再利用にとどまっている状況である。ここでは、解体物の溶融リサイクルが
商業的に行なわれている、ドイツとスウェーデンの状況について整理するとともに、OECD/NEA 報告書に



おける解体物のリサイクルに関するステークホルダーの理解促進に関する分析結果について簡単に述べる。 
 
a.ドイツの事例 

ドイツでは、すべての放射性廃棄物は地層処分する方針であることもあり、放射性廃棄物として処分
される量を最小限にする観点から、廃止措置においてクリアランスを積極的に推進している。 
 1960 年に制定された放射線防護令には、既に、認可機関が特定の廃棄物を放射性廃棄物として
処分しないことを許可する権限の規定があり、1975年のニーダーライヒバッハ原子力発電所の廃止措置
ライセンスには、放射性廃棄物の量を可能な限り小さく保つことを目的にしたクリアランスの規定が含まれ
ていた。 

ESK（ENTSORGUNGSKOMMISSION、廃棄物管理委員会）が 2018 年に発行（2022 年
に改定）した「原子力発電所解体から発生する放射性物質のクリアランスと非放射性物質の除去」
【18】によれば、クリアランスの概念は「些細な事項は基準で規制されないという法の基本原則（「de 
minimis non curatlex」 ）に基くもので、10μSv/y の基準は適切であり、主に以下のような理由か
ら、原子力発電所解体に不可欠な措置として、クリアランスを使用することを意図的に決定した、としてい
る。 
 

・解体に伴い発生する物質の大部分は汚染も放射化もされてなく、表面のみの汚染は簡単
な方法で除去できる。 
・クリアランスを行わず、放射性廃棄物処分場を増やすことは、経済的にも環境影響の観点か
らも適切でない 
・放射性廃棄物を処理・処分することで安全レベルは向上するので、これを遅らせるべきでない。 
・資源の持続可能な利用に貢献する。 
・公共の場で議論された、建屋を再利用あるいは解体せずに長期保管することや、敷地内に
埋め立てすることには、安全性の観点から利点が無い。 

 
上記のような国の方針の明確化に加え、クリアランスの手続きに責任をもつ州政府も、クリアランスの実

施に積極的で、国民から寄せられた質問への回答やクリアランス手続きに関する詳細な情報をホームペ
ージ等で積極的に公開している。【19】 

なお、廃止措置が進むにつれて、一般産廃の処分施設にクリアランス物を処分することについては、か
なりの国民の反対があり、バーデン・ビュルテンベルク州でも、独自に追加的な規制を加えて管理すること
で理解を取得している。【20】【21】 
 
b. スウェーデンの事例【13】 

3.1b でも述べたように、Cyclife Sweden の有する Nykoping 施設は、1987 年より分別、除染、
金属溶融等を行い、金属をフリーリリースしている。当初、スウェーデンの鉄鋼業界はスタズピック社で処理
したフリーリリースしたインゴットを受け入れなかったが、規制当局が鉄鋼業界に可能な限りフリーリリースし



たインゴットを再利用するよう要求したり、さらに、放射能に対する理解向上のためのスタズピック社と鉄鋼
業界の情報交換の場などを支援したりすることで、この抵抗は徐々に減少していった。 

また、規制当局一鉄鋼業界一処理施設のトライアングルの聞でオープンな姿勢で共に作業し，正確
な情報(たとえマイナスな場合でも)を提供し，テスト・開発・実証していけば，建設的な協力，教育が
確立し，このプロセスが一般公衆の理解につながっていくとしたうえで、フリーリリースの成功に至る要素とし
て、以下のようなものを挙げている。 
 

一規制当局とのオープンな関係(事前通報と正雌な通報)   
一鉄鋼業界に対する啓発的な関係(放射能に関する教育) 
一顧客との良好で“建設的"な関係の維持 
一試験・開発のたゆまない実施と客先に対する実証 
一職員に対する QA と安全規則の遵守 
ーチェックリストの作成と継続的改良…そしてその通知 
一作業従事者の健康維持のためのツール(遠隔支援)の適用と導入 
一可能な限りの被ばく線量低減努力と目標設定 
ーテストケースから始め，易しいものから漸次複雑なものへ 
一試験施設の使用(例えば，小型試験溶融設備など) 
一可能な限りのドキュメント化と，統合データベースの構築 

 
c.国際シンポジウム報告書における分析 

OECD/NEA の 報 告 書 「 Recycling and Reuse of Materials Arising from the 
Decommissioning of Nuclear Facilities」【14】では、加盟国アンケート結果より、「原子力施設か
らの材料のリサイクルと再利用」に影響を与えるステークホルダーとして、市民団体、個人、政府、規制当
局、環境団体、雇用者、株主、リサイクル事業者を挙げるとともに、政府、規制当局からの影響が最も
高く、リサイクル事業者、市民団体からの影響が次いで高いとしている。 

そのうえで、成功への鍵として、利害関係者の関与、リサイクルと再利用の政策を促進するインセンティ
ブ、段階的なクリアランス基準、公共/業界/規制当局の対話、信頼できるリサイクル業者を挙げ、「利害
関係者の関与」では、国際放射線防護協会 (IRPA)で 2015 年に策定された「放射線防護に関する
決定に至るプロセスへの利害関係者の関与を促進することを目的とした 10 の指針」を示すとともに、
「公共/業界/規制当局の対話」では、業界、規制当局、一般市民の間で建設的な双方向のコミュニケ
ーションの重要性をうたっている。 
 
  



４．我が国における金属溶融リサイクルの状況と課題 
４．１ 金属溶融リサイクルの意義 
 金属溶融リサイクルを実現しているドイツ、スウェーデンでは金属溶融リサイクルの意義について下記のよ
うなものを挙げている。【9】【16】【23】【24】【25】 
 〇埋設処分する放射性廃棄物量の減量 
 〇金属インゴット中のα核種、Cs,Sr 等の除染 
 〇金属インゴット中の放射性核種の均質化による 
  放射能評価の簡素化／クリアランス対象物量の拡大/比表面積の低減 
 〇金属の再溶融時における一般金属による希釈 
 
【処分／長期保管する廃棄物の減容】 
 3.1b で示したように、リングハルス発電所の蒸気発生器については、処理量の 70％以上がリサイクル
され、放射性廃棄物として処分する体積が、1/10 以下に低減。フォルクスマルク発電所タービン建屋の
機器では、処理量の 95％がリサイクルされ、放射性廃棄物として処分する体積は 1/20 以下に低減し
ている。また、溶融プロセスだけでも 1/5 に低減できるとの報告もある。欧州各国では、埋設処分施設の
容量確保が重要な課題であり、特にすべての放射性廃棄物を地層処分する方針であるドイツでは積極
的にクリランスを進めている。 
 我が国においても、廃止措置に伴う解体物を処分できる埋設施設は現存せず、解体物の保管場所の
確保は、廃止措置の円滑な実施に向けた課題の一つであるため、金属溶融リサイクルの実現による解
体物の低減の意義は極めて高いと考えられる。 
 
【金属インゴット中のα核種、Cs,Sr 等の除染】 
 CARLA 炉の実績では、α 核種、Cs,Sr の 99％が金属インゴットから除去され、スラグやダストといった
２次廃棄物中に移行するという報告【9】がある。このことによって、インゴット中の放射能評価が単純化さ
れ、金属の汚染状況によっては、クリランス対象となる金属の量を増やすことにつながる可能性がある。 
 我が国においても、福島第一の廃炉廃棄物の処理や、核燃料サイクル施設の廃止措置においては、
極めて有効であると考える。 
 
【金属インゴット中の放射性核種の均質化】 
 金属インゴット中の均質性は極めて高く、溶融体中の放射能濃度の変動係数は数％以内という報告
【26】【27】もある。そのことから、3.1a,b で示したように、溶融バッチ(約 3t)あたりの金属インゴットの放
射能評価を１個のサンプルの評価で代表させることができる。 
 また、溶融対象物の中にわずかにクリアランスレベルを超過する部分があったとしても、溶融することによっ
て他の部分と混合され均質化するとともに、上記除染の効果とも相まって、クリアランスレベル以下になる
ため、リサイクルに回す金属の量を増加させることも期待できる。 



 さらに、ドイツやスウェーデンの規制においては、測定可能な表面がある場合には表面汚染のクリアランス
レベルの確認も行うことになっているために、溶融により比表面積が低減し、さらに遊離性の表面汚染も
なくなることでも、クリアランス検認の手間も低減する。 
 我が国においても、クリアランス検認には多くの手間がかかっていることや、リサイクル金属を増加させるこ
とは持続可能な社会の実現に寄与することから、放射性核種の均質化の意義は大きいと考えられる。 
 
【金属の再溶融時における一般金属による希釈】 
 金属が、外部の鉄鋼メーカーで処理される際には、非原子力由来の金属で希釈されることが期待でき
ることから、より大きなクリアランスレベルを設定することが可能で、リサイクル金属を増加させる効果があ
る。但し、この効果を得るためには、特定クリランスの導入に関する法令上の対応が必要である。特定クリ
アランスの詳細と、その我が国の導入に向けた取り組みについては、5.及び 6.で述べる。 
 
４．２ 我が国における金属溶融リサイクルの状況 
 我が国においては、クリアランス前の金属を溶融リサイクルしている事例はなく、日本原子力発電
（株）東海発電所で発生したクリアランス検認済みの金属（約 240t）を、東海村の伊藤鋳造鉄工
所においてベンチ、テーブル等に加工した事例や、中部電力（株）浜岡原子力発電所で発生したクリ
アランス検認済みの金属（約 80t）を、御前崎市の木村鋳造所で側溝用のグレーチングに加工してい
る事例がある。一方、東海発電所及び浜岡原子力発電所には、約 1 万 t のクリアランス対象物（う
ち、検認済みは約 1900ｔ）があり、更なる利用用途や利用規模の拡大が必要となっている【28】。 
 このような状況下で、福井県は嶺南 E コースト計画の一環として検討されている「原子力リサイクルビジ
ネス」において、福井県内の原子力発電所等の廃止措置により発生したクリアランス相当物を集中的に
受け入れ処理を行う事業の検討を進めており、検討範囲には、クリアランス検認前に溶融を行うことや、
大型廃棄物も受け入れるといった、3.1 で述べた Siempelkamp と Cyclife Sweden の施設相当の
ケースも含まれている【29】。なお、本事業を進めるうえでの課題として、福井県は、原子炉等規制法に
基づく許認可の取得（これまで実績のない検認前の溶融への対応が課題）、イニシャルコストへの対
応、クリアランス制度に関する理解促進（フリーリリースの実現）を掲げている【6】。 
 
４．３ 効率的な金属溶融リサイクル実現に向けた課題 
 4.1 でも述べたように、金属溶融リサイクルには多くの利点があるが、これを個々の発電所で行うのは資
源の有効活用、廃止措置工程の促進という観点から合理的ではない。また、当委員会が作成した技術
レポート「原子力発電所から発生する大型機器の処理について」でも、中長期的な取り組みとして「原子
力事業者が共同利用可能な集中処理施設を導入すること」を提言している。 
 ここでは、Siempelkamp と Cyclife Sweden で行われているような、集中処理による効率的な金
属溶融リサイクルの実現に向けた課題について整理する。 
 
a.合理的な放射能評価手法の確立について 



【より効率的な核種組成比の設定方法】 
 2019 年に原子力規制委員会が策定したクリアランス審査基準【30】においては、測定、核種組成比
その他の不確実性を考慮のうえ、評価単位における評価に用いる放射性物質の ΣD/C の 95％信頼
上限値が１を超えないことを確認するものとされた。不確実性には、多くの要因によるものが含まれるが、
なかでも核種組成比の不確実性が最も大きい。2019 年以降に認可されたクリアランス申請では、いず
れも限定された対象物について、個別の評価結果に基づき核種組成比を求めたうえで、評価対象核種
を選定している。 
 集中処理による金属溶融リサイクルにおいては、核種組成比の同一の対象別ごとに溶融バッチの区分
を行う必要があると考えられるが、処理対象物の個別の評価結果に基づき核種組成比を求める慣行を
継続することは、集中処理の円滑な遂行に支障をきたす可能性がある。L2 廃棄体の放射能評価で用
いられているように、原子力発電所を炉型（BWR,PWR,GCR)や構成材料(従来材料、低 Co 材料
等）でグルーピングしたうえで、それぞれのグループに統一的な核種組成比を定める等のより効率的な方
法を検討する必要がある。 
 
【クリアランス検認前の混合・希釈の許容範囲の明確化】 
 海外では、クリアランス検認において、クリアランスレベルを満たすことのみを目的とした部材の意図的な
混合は禁止されている。一方で、金属溶融プロセス管理上の必要性から生じる混合は禁止の対象では
なく、リサイクルのための非放射性物質との混合はその正当性を示すことで規制機関によって許可されると
されている【31】【32】。 
 4.1 で述べた「金属インゴット中の放射性核種の均質化」といった特質を踏まえれば、廃止措置によっ
て発生する一定の放射能濃度以下の金属を「混合」して溶融することは、廃止措置作業の効率、金属
資源の再利用範囲拡大という観点から有用性が認められるものと考える。但し、どの程度の放射能濃度
まで許容されるべきかという点に関して、検討が必要である。 
 なお、金属溶融時に金属インゴットの品質管理のため、非放射性物質との「希釈」を行うことも考えられ
るが、その許容基準についても検討しておく必要がある。 
 
b.ステークホルダーの理解促進について 
 集中処理による金属溶融リサイクルの実現のためには、クリアランスされた資材の再利用に対する理解
取得が最重要課題である。そのためには、3.2 で示したように、国（推進側、規制当局）の積極的な
方針表明や働きかけが重要であり、さらに、福井県の推進する「原子力リサイクルビジネス」への協力を通
じて、クリアランス資材発生者と製鋼事業者との良好な関係性の構築を行い、それを踏まえて広く国民の
理解を取得していく必要がある。 
 我が国においては、2005 年のクリアランス制度の法制化の際に、「制度が定着するまでの間、事業者
が自主的に搬出ルートを把握・業界内で再生利用」とされている。クリアランス制度の社会定着の判断を
得るためには、業界内での再利用実績を積む必要があるが、これまでの実績は鋳造による限定的な事
例にとどまっており、今後、製鋼事業者との関係をさらに強化していくことが先決である。 



 
c.集中処理における法制上の課題について 
 集中処理による金属溶融リサイクルを行う場合、集中処理を行う事業者は、放射性物質を取り扱うこ
とになること、クリアランス認可申請の主体となる必要があることから、原子炉等規制法あるいは RI 法に
基づくなんらかの許認可が必要と考えられる。現行の法体系に従えば、原子炉等規制法の廃棄の事業
の規定に基づき、放射性廃棄物管理の許可を受けることが、最も近い概念であると考えられる。 
 但し、クリアランスレベルに近い極めて低ベルの放射性物質を取り扱い、その大半をクリアランスすることを
主業務とする事業は、立法段階で想定されておらず、また、そのような事業者が、放射性廃棄物管理の
許可を受けることが合理的であるかについては検討の余地がある。そのために、本委員会が 2020 年１
２月に作成した技術レポート「原子力発電所から発生する大型機器の処理について」において提言した
「リサイクル可能な放射性物質」の定義の創設、又は米国と同様に、「リサイクル可能な放射性物質」を
放射性廃棄物に該当しないとすることの検討を議論のきっかけにすることが考えられるが、集中処理により
発生する２次廃棄物の扱い等については、別途検討する必要がある。 
 さらに、集中処理で発生した２次廃棄物等を発生者に返還する場合には、その炉規正法上での対応
についても検討する必要がある。 
  



５．特定クリアランスにかかる海外の状況について 
５．１ 特定クリアランスとは 

IAEA のクリアランスにかかる安全指針（RS-G-1.7）の改訂案（DS500）において、クリアランスと
は「規制機関による、通知または許可された施設および活動内の放射性物質または放射性物体からの
規制管理の除去として定義」され、さらに、「ここでの規制管理からの除外とは、放射線防護の目的で適
用される規制管理を指す」とされ、クリアランスの主なオプションとして、以下の二つを考慮すると記載され
ている。【33】 

 
無拘束クリアランス（Generic clearance） 

材料の種類、量、さらなる管理、再利用、リサイクル、またはその最終用途に制限の
ないクリアランスを目的として、GSR part3 付則 Iで提供されるクリアランス レベル、
または加盟国の国内規則で定義された一連の値に基づくもの。 

特定クリアランス（Specific clearance) 
特定の状況、物質、およびクリアランスされた物質の用途に対して導き出されたクリア
ランスレベルに基づくもの。 
 

特定クリアランスの例としては、非原子力施設での処理・処分、金属溶融リサイクル、建物の再利用・
処分、敷地の解放等が挙げられる。また、対象や用途（被ばく評価シナリオ）を限定することで、無拘
束クリランスと同じ 10μSv/y を遵守しつつも、クリアランスレベルを無拘束クリランスより大きく設定できる
可能性がある。 

特定クリアランスでは、クリランスレベル導出の前提とした条件が担保される必要があることから、クリラン
スレベルを下回ることの確認に加え、前提条件が満たされることの見通しや、条件が満たされたという証拠
の提供が必要になる場合がある。 
 
５．２ 海外の制度整備状況 

特定クリアランスは、ドイツ、スウェーデン、英国、ベルギー等での適用事例があるが、ここではドイツ、ス
ウェーデンの状況について述べる。 
a. ドイツの状況 

ドイツでは、放射線防護令の第 31 条～第 42 条にクリアランスに係る規制が整備【34】されている。
第 36 条に特定クリランスにかかる規定があり、特定クリアランスレベルは附属書４の表１の 6 欄から 14
欄に示されている。特定クリアランスレベルは、その定義から無拘束クリアランスレベルより大きくなると考え
られるが、ドイツの規制においては 1000t を超える瓦礫のクリアランスレベル（6 欄）は、無拘束クリアラ
ンスレベル（3 欄）より小さな値になっている核種もある。 

 
 
 



表１ ドイツ放射線防護令におけるクリアランスレベル（附属書 4, 一部核種抜粋） 

 
特定クリアランス適用に際しての個別条件等は附属書８に示されており、例えば、8 欄から 11 欄にし

たがってクリアランスされるものを産廃施設で焼却または埋立処分する場合には、10,000t/年以上、あ
るいは 7,600m3/年以上の施設で行う必要があると規定されている。また、14 欄に従って金属をリサイ
クルする場合には、クリアランスされる金属と他の金属との混合比が 1:10 以上であることを保証できるか、
40,000t/以上の処理能力がある製錬所で処理をすることを求められる。 

このような条件が担保されるかどうかは、第 41 条に基づく所管官庁による手順決定のプロセスの中で
確認されるとともに、担保されなくなった場合には第 42 条に基づき申請者は直ちに所管官庁に報告する
必要がある。 

10t を超えるクリアランス物を埋立処分する場合には、所管官庁は処分の実施責任を有する当局と
の事前の合意が必要であり（39 条）、焼却、埋立処分、金属リサイクルを実施する場合には、申請者
は受入施設から受入れの合意書を所管官庁に提出するとともに、その写しを受入施設を所管する当局
に提出する必要がある（40 条）。 

なお、また第 37 条には、申請者が線量基準を満足することを自ら証明することで認められる個別クリ
アランスの規定もある。 

なお、埋立処分を行う場合には放射線防護令の措置に加えて追加の措置が必要となる場合があり、
バーデン ヴュルテンベルク州の例では、州当局の専門家によるより詳細な検査（必要に応じ埋立業者
の専門家も参加）、対象物の保管場所の封印と、輸送時の封印等を実施している【35】 

なお、2022 年に ESK が公表した資料【36】によれば、ドイツの原子力発電所の廃止措置伴い管理
区域から発生する解体物量の平均は約 20 万トンで、そのうち約 90％は建物の解体・再利用にかかる
特定クリアランス、約 5％が無拘束クリアランス、約３％が埋立、焼却にかかる特定クリアランスで、放射
性廃棄物として処分されるものは約２％とのこと。なおこれらの物量に関しては、日本では「放射性廃棄
物でない廃棄物（NR）」に相当するものも含まれることに留意する必要がある。 



 
b. スウェーデンの状況 

スウェーデンでは、「放射線防護法からの免除、および材料、建物構造、エリアの機密解除に関する放
射線安全局の規制 (SSMFS 2018:3)」【37】 第 3 章の、第 14 条（焼却する廃油、埋設・焼却す
る有害物）、第 15 条（引き続き利用する工具等）、第 16 条（建物）、第 17、18 条（土地解
放）、第 19 条（特別の場合のクリアランス）に特定クリランスに関する記載がある。第 14 条、第 15
条、第 16 条のクリアランスレベルは SSMFS 2018:3 に規定されているが、第 17、18 条及び第 19 条
のクリアランスレベルは SSM によって別途定められることになっている。なお、第 16 条のクリアランスレベル
は EU RP113 に記載の値と同じである。 

クリアランスレベルの算定根拠となる基準線量について、土地解放は 0.1mSv/年、それ以外は
10μSv/年となっている。 

 
図２ スウェーデンにおけるクリアランスレベルの適用状況 

 
表２ SSMFS 2018:3 に規定されたクリアランスレベル（一部抜粋） 

 
 
埋設・焼却については、廃油の場合100t/年未満、その他有害物は10t/年未満という制限がある。

また、土地解放については、申請者が必要な情報を収集し、解放後の公衆の受ける線量が基準値を下



回ることを示す必要があり、クリアランス後に一定期間土地利用用途の制約をかける必要がある場合に
は、あらかじめ関係当局および地元の利害関係者と協議して合意を得る必要があるとされている。 
 なお、溶融による金属リサイクルに関するクリアランスは、3.1bでも述べたように、第19条に基づきSSM
によって設定されることになる。 
 
５．３ EU 技術文書における特定クリアランスレベル導出の例 

EU では、クリランスに関する最初の技術文書(RP43,1988 年発行︓クリランスレベルが全 βγ、α 濃
度で示されている)を置き換えるために、1997 年より検討を開始。まずは金属リサイクル等に関する検討 
(RP117)と金属製品の再利用に関する検討(RP101)が行われ、金属のクリアランス レベル(RP 89)と
して取りまとめられた。次に建物および建物のがれきに関する検討(RP114)が行われ、クリアランスレベル
として取りまとめられた（RP113）。最後に、無拘束のクリアランスレベルに関する評価シナリオが検討さ
れ、RP122 part1 として取りまとめられた【38】。 

 

図３ EC のクリアランスに係るガイダンス文書開発の流れ 
 
以下では、RP117 に記載された金属リサイクル時のクリアランスレベル導出のための評価結果について

概説する。なお、RP117 では、金属として鉄鋼、銅、アルミニウムの評価を行っているが、ここでは鉄鋼の
評価事例について述べる【39】。 
 
a. 主な前提条件 

年間の解体金属発生量、鋳造工場の能力、スラグ、ダストの発生量は以下の表の通り想定している。
したがって、鋳造工場あたりの解体金属の投入割合は 0.01 となる。 
 また、１溶融バッチあたりの解体金属の投入割合についても、鋼材品質管理の観点からアーク炉の場
合 0.1 と想定しており、誘導加熱炉の場合は、炉が比較的小規模なので、0.2 と想定している、 
 



表 3  解体金属発生量、鋳造工場の能力、スラグ、ダストの発生量 

 
 
b. 評価シナリオ 

鉄鋼リサイクルにおける評価シナリオは表 4 のとおり。 
 
c. 評価結果 

Co-60,Cs-137 に関する評価結果は、表 5 の通り。なお、表中の「希釈率」は使用金属中の解体
金属の割合で定義されている。Co-60 については、製品利用のシナリオが支配的で、したがって１溶融
バッチあたりの希釈率(アーク炉で 0.1、誘導加熱炉で 0.2)が重要になる。また、Cs-137 については、
金属インゴット中にほとんど残存せず、多くはダスト中に移行すると想定されることから、ダストの処分場に
関するシナリオが支配的で、この場合には鋳造工場当たりの希釈率（0.01）が重要となる。 

 
表 4 鉄鋼リサイクルにおけるクリアランスレベル導出のための評価シナリオ 

 
  



表 5 鉄鋼リサイクル評価シナリオにおける 10μSv/y 相当濃度(Co-60，Cs-137) 

 
（表中の黄色枠の値は、最小値を示している） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アーク炉 誘導加熱炉 アーク炉 誘導加熱炉
輸送 1 外部
切断 0.1 吸入
保管 0.01 外部

吸入 5.41E+04 1.36E+04 6.90E+02 1.72E+02
摂取 2.60E+04 2.60E+03 3.40E+01 3.40E+00

大気放出 0.01
外部、吸入、
摂取

加工 0.01 外部
金属処理 0.01 吸入
大型機械 0.1 外部
キッチン 0.2 外部
処理容器 0.2 外部
船 0.1 外部
鉄筋 0.025 外部
暖房機 0.1 外部

外部 3.68E+01 2.46E+01 1.73E+01 1.16E+01
吸入 3.62E+06 2.43E+06 9.17E+05 6.17E+05
摂取 4.88E+06 3.27E+06 1.28E+05 8.55E+04
外部 2.45E+01 4.90E+01 7.14E-01 1.15E+00
吸入 2.42E+06 4.82E+06 3.07E+04 6.13E+04
摂取 3.25E+06 6.49E+06 4.26E+03 8.47E+03

処分場跡地居住（大人） 4.59E+03 3.07E+03 7.19E+02 4.83E+02
同上（１０歳児） 1.83E+03 1.23E+03 2.90E+02 1.95E+02
同上（１歳児） 7.41E+03 4.98E+03 1.18E+03 7.94E+02
処分場跡地居住（大人） 4.24E+04 8.47E+04 3.82E+01 7.63E+01
同上（１０歳児） 1.69E+04 3.39E+04 1.54E+01 3.07E+01
同上（１歳児） 6.85E+04 1.38E+05 6.25E+01 1.25E+02
球場利用（選手） 7.14E+05 9.62E+04 5.68E+04 7.63E+03
同上（審判） 9.62E+06 1.29E+06 5.99E+05 8.00E+04

2.38E+03
3.65E+04
5.59E+04

1.15E+05
6.90E+07
6.99E+03
2.78E+04
1.19E+04

10μ/y相当濃度(Bq/g)(Cs-137)

6.49E+00
ー

5.62E+01

5.08E+02

シナリオ 経路 希釈率 被ばく形態

処分場作業者(スラグ）

0.01

0.01

スクラップヤード

鋳造工場

２次加工工場

製品利用（職場）

製品利用（家庭）

２次生成物の処分・
利用

溶融・精錬

処分場作業者（ダスト）

0.01

0.01

0.01

外部、吸入、
摂取
（ダスト）

吸入

1.36E+01

外部、吸入、
摂取
（スラグ）

0.01

6.76E+00

1.15E+00
ー

1.08E+01

10μ/y相当濃度(Bq/g)(Co-60)

9.35E+04

2.22E+01
2.72E+04
1.37E+00
6.76E+00
2.93E+00
5.75E-01



６．我が国における特定クリランス制度の状況と課題 
６．１ 特定クリランス制度の意義 
 ５．でも述べたように、特定クリアランス制度は、クリランス対象の物質の種類あるいはその用途のいず
れかもしくは双方を限定することで、線量評価シナリオを限定することができ、無拘束クリアランスより高い
クリアランスレベルを設定できる。特定クリアランスの例としては、非原子力施設での処理・処分、金属溶
融リサイクル、建物の再利用・処分、敷地の解放等が挙げられる【33】。 
 ドイツでは放射性廃棄物はすべて地層処分する方針ということもあり、特定クリアランスの活用を積極的
に推進している。例えば、5.2a)でも述べたようにドイツの原子力発電所の廃止措置伴い管理区域から
発生する解体物量の約３％が埋立、焼却にかかる特定クリアランスとして処理されている。また、英国で
も、一定濃度以下の放射性廃棄物については、産廃処分場で処分することを制度化しており、放射性
廃棄物処分場の容量確保に寄与している【40】。 
 我が国でも、廃止措置が今後本格化する中、廃止措置から発生する放射性廃棄物の約８割を占め
る VLLW の処分を確実にすすめることは、廃止措置の確実な遂行に必須の要素である【41】。しかしな
がら、20 基の原子力発電所が廃止措置中であるにもかかわらず、VLLW 処分場が立地できているのは
日本原子力発電（株）東海発電所のみである。VLLW の一部について産廃処分場で処分する前提
でのクリランスという概念を構築することで、処分場の多様性を確保でき、VLLW 処分の促進につながる
ことが期待できる。 
 また、金属溶融リサイクルにおいても、4.1 で述べたように、金属溶融リサイクルプロセスそのものが有す
る、減容、除染、均質化といった利点によるクリランス促進に加えて、特定クリランス制度が整備されれば、
リサイクル金属をさらに増加させる効果がある。RP89 では、溶融リサイクルする金属に関するクリアランス
レベルは、無拘束クリアランスレベルより高く設定し得ることを示しており【42】、ドイツやスウェーデンでは実
際に運用されている。 

 なお、特定クリアランス制度が実現すれば、クリアランスできる資材の範囲を拡大させることが期待でき
るとともに、用途が限定されることで社会の受容性確保の一助になることも考えられる。 
 
６．２ 我が国における特定クリランス制度の状況 

わが国において、一般的な意味で特定クリアランス制度に相当する定めは無い。しかし、「平成二十三
年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」において、当該事故に起因する Cs-134 と
Cs-137 の放射能濃度の合計が 8000Bq/kg を超えない廃棄物（上下水道の堆積物等）は特別
な管理は必要なく、一般的な処理方法（分別、焼却、埋立処分等）により安全に処理できるとしてい
る【43】。本件について、国の示した文書では、原子炉等規制法に基づくクリアランス基準（100Bq/kg）
は廃棄物を安全に再利用できる基準、上記特措法に基づく基準は廃棄物を安全に処理するための基
準との説明を行っており、極めて限定された状況下ではあるが、特定クリアランス的な考え方が導入されて
いる事例とみなすことができる。 

 



６.３ 特定クリアランス制度導入に向けた課題 
 我が国では、無拘束クリアランス制度についても、法制化時における国会答弁に基づきその社会定着
まで業界内での利用に限定されている。制度上、用途等が限定される特定クリアランスについては、社会
の受容性確保の一助になることも考えられるが、無拘束クリアランスより大きなクリアランスレベルが設定さ
れることから、公衆に対して安全性の確保が確実に行われることや、社会全体のメリットにつながることにつ
いて、丁寧な説明が必要である。 
 なお、安全性の確保に関しては、特定クリアランスレベルの導出の前提となる条件が、自明若しくは何ら
かの方法で担保されることが確認できることについて説明が必要である。 
 例えば、処理や産廃処分を目的とした特定クリアランスにおいて、ドイツやスウェーデンでは、法律上処
理・処分場の規模等を規定し、確実に処理処分が行われることを確認している。 
  



７．わが国の廃止措置に伴い発生する解体物等のクリアランスの合理化に向けた提言 
わが国の廃止措置に伴い発生する解体物等のクリアランスを合理的に実施するため、欧米各国の取

り組みや、国内の検討状況を踏まえ、以下の通り提言を行う。 
 
提言１ 集中処理による金属溶融リサイクルの実現に向けた取り組み 
 集中処理による金属溶融リサイクルの実現に向けて、以下の３点について関係機関が連携して取り組
むべき。 
① 合理的な放射能評価手法の確立について 
 合理的な放射能評価手法の確立に向けて、プラント単位等での核種組成比の設定やクリアランス検
認前の混合・希釈の許容範囲の明確化について、電気事業者がデータに基づく安全評価への影響等を
整理したうえで、学協会とも連携して、規制当局との対話を実施する。 
② ステークホルダーの理解促進について 
 国、集中処理事業者、電気事業者がオープンな姿勢で議論して関係間の堅固な協力体制を構築す
ることが重要。また、その過程を広く公開することで、社会受容性の向上にもつながる。 
 福井県嶺南 E コースト計画の「原子力リサイクルビジネス」における、国、電気事業者、地元企業も一
体となった取り組みは、その試金石となり得るので、情報をオープンにしつつ、実現させる。 
 そのうえで、この活動で得られた知見や成果を関係者で共有し、我が国の複数の地点で同様な活動
を繰り広げていくことが必要である。 
③ 法制上の制度整備について 
 技術レポート「原子力発電所から発生する大型機器の処理について」において提言した「リサイクル可
能な放射性物質」の定義の創設、又は米国と同様に、「リサイクル可能な放射性物質」を放射性廃棄
物に該当しないとすることの検討を進めるとともに、集中処理事業を行う際の炉規正法における合理的
な規制の在り方について、集中処理で扱われる廃棄物の性状や量等の具体的な計画、返還される廃
棄物の量や頻度を想定したうえで、早い段階で、集中処理事業者、電気事業者が規制当局と議論を
行うべきである。 
 
提言２ 特定クリアランス制度導入に向けた取り組み 
 特定クリアランス制度は、対象や用途を限定することで、無拘束クリランスと同じ 10μSv/y を遵守しつ
つも、クリアランスレベルを無拘束クリランスより大きく設定できる可能性があり、資源リサイクルや、放射性
廃棄物埋設施設の容量確保の観点から有用であり、その制度構築に向けて、現時点から計画的に取
り組むべきである。 
 特に非原子力施設での埋立処分を前提とする特定クリアランス制度は、VLLW 処分場の多様性を確
保することで廃止措置の円滑な実施に大きく寄与する可能性があることから、優先して取り組むべきであ
る。 
 特定クリアランス制度を導入するためには、その安全性と有用性に関する丁寧な説明を積み重ねること
によって、社会受容性を高めていくことが必要。具体的には、クリアランス後の用途に応じて以下のような 



取り組みを進めていくことが考えられる。 
‣非原子力施設での埋立処分を前提とした特定クリアランスについては、JPDRL3 施設、原電 L3 施

設等で得られた安全性に関するデータを踏まえ、産学官で、その安全性と必要性についてオープン
な議論を行い、社会受容性を高めていく。 

・金属溶融リサイクルや建屋再利用を対象とした特定クリアランスについては、海外の事例や、鉄鋼メ
ーカー等でのクリアランス物の利用実績等を踏まえ、導入の必要性や効果について検討を進めるべ
きである。なお、敷地解放にかかる特定クリランスについても、廃止措置完了の見通しが得られる時
期に合わせて導入できるよう検討を進めることが重要である。 

 
８．あとがき 
 わが国が進める GX（グリーントランスメーション）は、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、
産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革を行うものである。第
211 回通常国会の施政方針演説で岸田総理は、GX を進めるための具体的な取り組みの一つとして、
「廃炉となる原発の次世代革新炉への建て替え」を掲げている。これを実現するためには、廃止措置を着
実にすすめることが必要である。 

廃止措置からは多くの廃棄物が発生するが、そのほとんどが放射性物質を含まないか、ごくわずかに含
む廃棄物物である。これらの廃棄物を、廃棄物ヒエラルキーに従って、再使用やリサイクルを行ったり、合
理的な方法で処分することが、廃止措置を着実にすすめるための最大の課題である。 

このような背景のもと、当委員会では廃止措置に伴い発生する解体物等のクリアランスの合理化につ
いて議論を行い、集中処理による金属溶融リサイクルの実現や特定クリアランス導入に関する提言を行っ
た。 

今後とも、廃止措置の方法、放射性廃棄物の処理処分方法に関する世界各国との情報共有を推 
進するとともに、我が国としての将来にわたる、放射性廃棄物を含めた廃止措置に関する戦略策定を、 
適宜、環境の変化を取り入れて議論を進める必要がある。本報告書及び提言が、我が国及び世界で 
の議論の場において、活用されることを願うものである。
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参考資料１ クリアランス検認における不確かさの取り扱いに関する検討経緯 
 
１ SRS No.67【１】 

2012 年に発行された IAEA の SAFETY REPORTS SERIES No. 67「MONITORING FOR 
COMPLIANCE WITH EXEMPTIO AND CLEARANCE LEVELS」では、5.３において、そのばら
つきが大きい核種組成比を用いる場合の不確かさの扱いについて、測定の不確実性と核種組成比によ
る不確実性を 97.5%の確率で ΣC/CL の 10 倍にしないことを求めている。 

なお、2005 年に発行された原子力学会標準「クリランスの判断方法」にも同様の記載があり、同標
準で示されたモンテカルロ計算コードは、核種組成比による不確実性を扱う手法の一例として、SRS 
No.67 でも引用されている。 
 
２ 原子力規制委員会のクリアランス審査基準 

2019 年に原子力規制委員会が策定したクリアランス審査基準【２】においては、測定、核種組成比
その他の不確実性を考慮のうえ、評価単位における評価に用いる放射性物質の ΣD/C の 95％信頼
上限値が１を超えないことを確認するものとされている。同審査基準の解説２には、核種組成比を用い
る場合の具体的な考慮方法として以下のような記載がある。 
 

「難測定核種の放射能濃度の評価に核種組成比法を用いる場合は、クリアランス対象物に含まれ
る基準核種と基準核種との核種組成比で評価した難測定核種のそれぞれについての Dj の値とその
確率密度分布から∑(Dj ⁄Cj) の値とその確率密度分布をそれぞれ求め、∑(Dj ⁄Cj) の 95 %上
限値が 1 を超えないことを確認する。」 

 
同審査基準の策定に係るパブコメにおいては、不確かさの取り扱いについて、SRSNo.67 にも採用さ

れた日本原子力学会標準の採用を求める意見がよせられた【3】が、規制庁は不確かさの扱いに関する
規制庁と日本原子力学会の考え方が異なるので採用できないという回答であった。本件に関し規制庁
はその理由について、安全研究成果報告（2021 年 6 月）【4】で以下のような説明を行っている。 
 

・不確かさの影響を考慮して基準値への適合性の判断を行うと、過度な保守性をもたせることになる
という意見もあるが、計量及び計測の分野での標準的な手法に基づく考え方とは必ずしも一致しな
い。 

・ISO 11929 シリーズを踏まえ、クリアランス確認における放射能濃度評価結果の基準値への適合
を判断する際には、包含区間の上限が基準値を超えないことを求めることになる。 

・ドイツの放射線防護委員会は放射線防護分野において、上記考え方に基づき適合性評価を行う
ように勧告している。クリアランス制度への適用に関しても、スウェーデン SKB のマニュアル、イギリスの
業界団体が発行するガイド、ドイツ工業規格（DIN）で求められている。 

 



また、Applied Radiation and Isotopes に投稿された論文【5】では以下のようにも述べている。 
 

・IAEA GSR part3 では、核種別のクリアランスレベルが指定され、その値は、年間 10μSv 以下
のオーダーの線量基準を満たすように導出される。ただし、クリアランス前の測定の不確かさは考慮さ
れていない。 

・線量基準自体は、もともと安全と危険を分ける閾値として確立されたものではないため、測定の不
確かさを厳密に考慮する必要はないという主張もあるが、放射能濃度の単位で与えられるこれらの
制限は、汚染された物質と汚染されていない物質を区別するための操作上のしきい値として扱われ
る。 

・事業者がクリアランス測定を行う場合、放射能濃度が限界を超える物質を誤って放出する可能性
を確実に抑えるために、確立された方法論が採用されることを国民は期待している。 

・したがって、測定の不確かさは、一般的な計量実務で運用されている標準化され、受け入れられて
いる方法論に従って、公衆の期待を満たすために適用されるべき。 

 
３ DS500 

2004 年発行の IAEA 安全指針文書 RS-G-1.7︓「除外、免除、クリアランスの概念の適用」は、
その上位文書である安全要件文書 SS-115︓「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のため
の国際基本安全基準」が、2014 年に GSR part 3︓「放射線防護と放射線源の安全」に改定された
のを受け、 2017 年より改定作業が行われている 。その際、DS499︓「免除の概念の適用」 と、
DS500︓「クリアランスの概念の適用」 に文書を分けることとなった。 

DS500 の作成に際し、クリアランスにおける測定・評価の不確かさについても、信頼区間の上限値で
判断すべきという意見と、クリアランスレベル自体に保守性が含まれているため更なる保守性を持ち込むべ
きでないという意見があり、議論が行われた。本件に関する IAEA 事務局の見解は、適合性評価は標
準化された方法に従って行うべきであるというもので、信頼区間の上限が基準値を下回ることを求めると
いうものであった。また、クリアランスプロセスにあまりにも保守的なものがある場合には、適合性評価プロセ
スではなく、クリアランスレベルそのものの見直しが考慮されるべきであるとの立場であった【6】。 

最新の案【7】では、まず、本文（4.57,4.58）において、クリアランスプロセス、特に測定プログラムに
は考慮すべき多くの不確実性があることを示したうえで、具体的な対処の詳細は附属書 VII で示すとし
ている。附属書 VII「クリアランス測定における不確かさの取り扱い」では、「測定結果の信頼度の上限は、
すべての重要な不確実性の原因を考慮に入れ、クリアランス レベルを下回る必要がある」としたうえで、そ
のアプローチの例として NUREG-1575(MARSAME)、ISO 11929、DIN 25457-1 を挙げている。   

一方で、「クリアランスレベルに固有の全体的な保守性に注意し、可能な限り、適切な測定技術と測
定設定を選択することや、適切な測定時間を選択すること等によって、このメカニズムを通じて重要な追
加の保守性を導入しないように注意する必要がある」とも述べており、過度な保守性の導入には慎重な
立場を示している。 

なお、クリアランスプロセスの保守性について述べた附属書 IX では、過度の保守性を回避するための



手段として、特定クリアランスの活用を挙げている。 
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